
 

自動車整備士の資格制度が変わります 

施行：令和９年１月１日 

1.新資格制度の概要について 

現在の自動車整備士の種類は、一級が大型・小型・二輪、二級と三級がガソリ

ン・ジーゼル・シャシ・二輪、特殊整備士はタイヤ・電装・車体に分かれています

が、下表のように一級・二級・三級それぞれが自動車整備士の【総合】と【二輪】

に整理され、【総合】はガソリン・エンジン、ジーゼル・エンジン、シャシ及び電子

制御（三級は除く）と二輪の内容を含めた資格になります。 

特殊整備士は、自動車電気装置が自動車電気・電子制御装置整備士に、自動車車

体整備士が自動車車体・電子制御装置整備士になり、電子制御の内容を含めた資格

になります。 

今回の施行に伴い、自動車整備技能登録試験および自動車整備士技能講習の新旧

移行時の時期に入ってきますので登録試験や技術講習の申し込みの際はご注意願い

ます。 

 



2.技術講習所について（実技試験免除講習） 

 現在、当県で行っている整備士技能講習（２級ガソリン・３級ガソリン・３級シ

ャシ等）については、令和８年度後期講習より新課程を開始します。 

【今後の講習予定】 

年度 7 年度 8 年度  9 年度  

前期・後期 後期 前期 後期 前期 後期 

講習期間 10 月～3 月 4 月～9 月 10 月～3 月 4 月～9 月 10 月～3 月 

種目 

旧課程 新課程 

２級ガソリン ２級ガソリン ２級【総合】 ２級【総合】 ２級【総合】 

３級シャシ ３級ガソリン ３級【総合】 ３級【総合】 ３級【総合】 

 

３.登録試験（学科）について 

令和９年３月からは、新しい資格制度の試験が始まりますが（一級は令和１０年

３月から）令和１０年の３月までは新・旧両方の資格制度の試験を並行して行いま

す。 

ただし、旧資格（現行）制度の養成講習の修了者は、旧資格（現行）制度の整備

士試験しか受験できません。 

また新制度の養成講習修了者は、新制度の整備士試験しか受験できません。 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先：（一社）佐賀県自動車整備振興会 教育課 T E L : （ 0 9 5 2 ） 3 0 - 8 1 8 1 


